
　令和7年10月10日

石川県監査委員 平　蔵　豊　志

同 谷　内　律　夫

同 村　上　　　勝

同 作　田　有　子

（別　紙）

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、単価契
約の係数を見積徴収で示して
いないため経費を適正に算出
できない状況となっているも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

金沢港湾事務
所

　所属内で、単価契約の係数として基準単価率を
明記することについて、周知を図り、チェックを
徹底してまいります。

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、石川県知事等から、監査結果
に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

金 港 第 1081 号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、自動販
売機電気料の請求先を誤って
徴収しているものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

金沢港湾事務
所

　使用許可を行っている相手方に電気料を請求
し、今後、このようなことがないよう適正な収入
事務に努めてまいります。

石川県知事 馳 浩

金 港 第 1081-2 号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　工事請負費の前払金の支払
が遅延しているものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

金沢港湾事務
所

　所属内で支払時期の周知・徹底を図り、改めて
決裁時のチェックを徹底してまいります。

金 港 第 1081-3 号

令和７年８月27日



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　災害時応援協定に基づき実
施した応急対策工事におい
て、速やかに契約が締結され
ていないものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

金沢港湾事務
所

　今後、このようなことがないよう、工事関係例
規や災害時協定に基づき適切に対応してまいりま
す。

金 港 第 1081-5 号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、納付さ
れた港湾施設使用料につい
て、規定に反し、一部を戻出
したものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

金沢港湾事務
所

　条例や財務規則等を熟読し、今後、このような
ことがないよう適正な収入事務に努めてまいりま
す。

金 港 第 1081-4 号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　補助金を繰越した際の年度
当初の事務処理について不適
切な取扱いがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

畜産振興・防
疫対策課

　今回の事例を課内へ周知するとともに、担当者
間の引継ぎでも留意事項として記録する。今後、
繰越に係る年度当初の事務処理について、事業担
当と庶務担当による複数人での確認を徹底する。

畜産第９８１－２号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　行政財産使用料の収入事務
において、徴収金額を誤り、
追加で徴収しているものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

畜産振興・防
疫対策課

　根拠となる財務規則や各種通知等の資料を再確
認する。今後、調定の際は、事務担当者を含めた
複数人で積算根拠が正しいか確認する。

畜 産 第 ９ ８ １ 号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、伺額が
１０万円を超える物品の購入
手続きについて、管財課での
契約締結手続きを行っていな
いものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

文化財課 　管財課通知やオープンカウンター実施要領など
をしっかりと把握するとともに、複数人による確
認を徹底するなど、適正な事務手続きの執行に万
全を期すよう指導しました。

教 文 第 1806 号

令和７年９月12日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、伺額が
１０万円を超える物品の購入
手続きについて、管財課での
契約締結手続きを行っていな
いものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

畜産振興・防
疫対策課

　財務規則や会計事務の手引き等の資料を再確認
する。今後、物品の購入や印刷物の発注にあたっ
ては、事務担当者を含めた複数人による確認を徹
底する。

畜産第９８１－３号

令和７年８月27日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、行政財
産使用料の調定金額を誤って
いるものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

生涯学習課 　価格改定後の金額で変更契約し、令和６年度と
令和７年度分の使用料について、差額（不足額）
を調定した。

教 生 第 ４ ７ ７ 号

令和７年９月22日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

文化財課 　交通事故が発生したことを重く受け止め、職員
との個別面談時等に、改めて全職員に対し、交通
法規を遵守するとともに安全運転に万全を期する
よう周知徹底を図ったほか、事故を発生させた職
員に自動車運転技術向上研修を受講させ、職員の
運転技術の向上に取り組んでおります。
　今後、このようなことがないよう、公用車の運
行に際しては、交通安全に万全を期し、交通事故
の防止に努めます。

教 文 第 1806 号

令和７年９月12日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

カーボン
ニュートラル
推進課

　公用車の事故が発生したことを重く受け止め、
改めて全職員に対し交通法規の遵守とともに、安
全運転に万全を期するよう周知徹底を図りまし
た。
　事故を起こした職員には、自治研修センターが
行う「自動車運転技術向上研修」を受講させる予
定であるなど、運転技術の改善・向上に努めてい
ます。
　今後このようなことがないよう、公用車を運転
する際は、安全運転宣言を行うこととするなど、
安全意識の向上に努めてまいります。

カ 第 ５ １ ９ 号

令和７年９月９日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、行政財
産使用料の調定金額を誤って
いるものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

危機対策課 　使用料の算定根拠となる資料を準備し、複数人
でのチェックを徹底し、再発防止に努めてまいり
ます。

危 第 ６ ８ ３ 号

令和７年９月16日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　職員の寒冷地手当等を誤っ
て支給し、返納させていたも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

石川県警察本
部

　支給要件の確認を慎重に行うとともに、複数人
での確認を徹底し、再発防止に努めます。

石公委第１３７号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、行政財
産使用料の調定金額を誤って
いるものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

石川県警察本
部

　使用料の算定根拠となる資料を準備し、複数人
での確認を徹底し、再発防止に努めます。

石公委第１３６号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　職員の特殊勤務手当を誤っ
て支給し、返納させていたも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　特殊勤務手当の支給要件について、職員へ周知
し、支給に際しては複数人での確認を徹底して再
発防止に努めます。

石公委第１３９号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　職員の特殊勤務手当を誤っ
て支給し、返納させていたも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　特殊勤務手当の支給要件について、職員へ周知
し、支給に際しては複数人での確認を徹底して再
発防止に努めます。

石公委第１３８号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　職員の時間外勤務手当を
誤って支給し、返納させてい
たものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　支給要件の確認を慎重に行うとともに、複数人
での確認を徹底し、再発防止に努めます。

石公委第１４１号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　職員の児童手当を誤って支
給し、返納させていたものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　手当の認定に係る支給要件の正確な理解を推進
し、複数人での確認を徹底して再発防止に努めま
す。

石公委第１４０号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れて
いるものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

観光戦略課 　工作物が撤去された場合について、改めて課内
職員で確認を行い、速やかに公有財産台帳への記
載等必要な手続き（異動報告書の提出等）を行う
こととする。

観 戦 第 651-1 号

令和７年９月５日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公舎の駐車場貸与料を過大
に徴収し、返納していたもの
があった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　公舎貸与の承認、公舎貸与料の徴収に際して
は、複数人での確認を徹底し、再発防止に努めま
す。

石公委第１４２号

令和７年９月18日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、修理代
金を二重払いしているものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

河川課 　二重払いの発生を防止するため、今後は、支出
内容の記録及び共有を行うとともに、支出命令の
決裁段階で、担当者以外の職員は、支出内容が記
録されているか、既に同じ内容の支出がされてい
ないか確認を徹底することで再発防止に努めま
す。

河 第 １ ２ ６ ４ 号

令和７年９月10日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、新規の
商標登録を含む出願手続きに
時間を要したことから、既存
の商標権が一時消滅したもの
があった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

観光戦略課 　特許庁の審査は、１年間以上の期間を要する場
合もあるため、弁理士から助言を得ながら、商標
権が消滅する前々年度に手続きを開始するととも
に、１０年毎に発生する権利消滅について作業漏
れがないよう課内での共有・引継を徹底すること
とする。

観 戦 第 651-2 号

令和７年９月５日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記


